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1
道南ハイヤー株式会社（法人
番号３４３０００１０５６３７５）
代表者毛利英文

北海道有珠郡壮瞥町字滝之町２８３－２７ 本社営業所 北海道有珠郡壮瞥町字滝ノ町２８３－２７ R5.6.26
輸送施設の使用停止（４０日車）及び文書
警告

道道路運送法第２７条第３項、タク特
法第１６条第１項、第２項

令和４年１０月５日、長期未監査を端緒として監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２１条第１項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（運輸
規則第２１条第５項）、（３）新任運転者に対する指導、監督
義務違反（運輸規則第３６条第２項）、（４）乗務員台帳の記
載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（５）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（６）運転者証の返納義務違反（タク特法第１６条第１
項、第２項）

4 4

2
金星釧路ハイヤー株式会社
（法人番号３４６０００１０００３２
２）　代表者吉野彰哲

北海道釧路市仲浜町４番７号 本社営業所 北海道釧路市仲浜町４番７号 R5.6.26 輸送施設の使用停止（２１日車） 道道路運送法第２７条第３項

令和５年１月２５日、公安委員会からの通報等を端緒として
監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の
基準の遵守義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

3 3

3
株式会社ツアーアシスト（法人
番号５４３０００１０７６４７９）
代表者原田次男

北海道千歳市信濃二丁目３０番７号
株式会社ツアー
アシストタクシー
事業部営業所

北海道千歳市信濃二丁目３０番７号 R5.6.26
輸送施設の使用停止（１３０日車）及び文書
警告

道路運送法（以下「法」）第９条の３第
１項、法第２０条、道法第２７条第３項

令和５年３月９日、新規許可等を端緒として監査を実施。１０
件の違反が認められた。（１）運賃料金認可、運賃料金変更
認可義務違反（道路運送法（以下「法」）第９条の３第１項）、
（２）営業区域外旅客運送違反（法第２０条）、（３）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（４）疾病・疲労等のお
それのある乗務（運輸規則第２１条第５項）、（５）点呼の記録
事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（６）乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、（７）事
故の記録事項義務違反（運輸規則第２６条の２）、（８）事業
用自動車内の掲示違反（運輸規則第４２条第１項）、（９）整
備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４６条）、（１０）
運行管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４８条の４第
１項）、（１１）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

13 13

タクシー事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和5年6月)

6月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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タクシー事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和5年6月)

6月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

4
有限会社丸瀬布ハイヤー（法
人番号９４６０３０２００３１６７）
代表者加藤忠孝

北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町２１９番地 本社営業所 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町２１９番地 R5.6.29 文書警告 道道路運送法第２７条第３項

令和５年６月１日、長期未監査を端緒として監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）乗務等の記録事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２５条
第３項）、（２）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第３８条第２項）

0 0

5
湧別ハイヤー株式会社（法人
番号７４６０３０１００２４５２）
代表者深澤紀明

北海道紋別郡湧別町栄町５８番地 本社営業所 北海道紋別郡湧別町栄町５８ R5.6.29 文書警告 道道路運送法第２７条第３項

令和５年６月２日、長期未監査を端緒として監査を実施。３
件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある
乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２１条第５項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則
第２５条第３項、第４項）、（３）運転者に対する指導監督の記
録義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

以下余白


